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【手続補正書】
【提出日】令和1年12月10日(2019.12.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技が可能な遊技機であって、
　画像を表示可能な手段であって、複数の演出用可変表示部の各々において演出用識別情
報の可変表示を実行可能であるとともに、前記演出用識別情報の可変表示の開始と終了と
に同期して縮小可変表示部において縮小識別情報の可変表示を実行可能な表示手段と、
　異常が発生したときに、該異常が発生したことを示す異常表示を前記表示手段に表示さ
せて異常を報知する異常報知手段と、
　を備え、
　前記異常報知手段は、特定異常が発生して遊技停止状態となったときに、該遊技停止状
態であることを示す異常表示を前記表示手段に表示させて報知することが可能であり、
　前記表示手段は、前記特定異常が発生して遊技停止状態となったときには、前記縮小可
変表示部に縮小識別情報を表示せず、
　さらに、
　遊技媒体が特定領域を通過したことに基づいて、設定値に応じた特定制御を実行可能な
特定制御手段と、
　前記設定値を変更可能な設定変更モードに制御可能な設定変更モード制御手段と、
　を備え、
　前記設定変更モードに制御されているときは、遊技媒体が前記特定領域を通過しても前
記特定制御が実行されない
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　遊技が可能な遊技機であって、
　画像を表示可能な手段であって、複数の演出用可変表示部の各々において演出用識別情
報の可変表示を実行可能であるとともに、前記演出用識別情報の可変表示の開始と終了と
に同期して縮小可変表示部において縮小識別情報の可変表示を実行可能な表示手段と、
　電断から復旧したときに、該電断から復旧したことを示す電断復旧表示を前記表示手段
に表示させて復旧を報知する復旧報知手段と、
　を備え、
　前記表示手段は、前記電断復旧表示の表示中においては、前記縮小可変表示部に縮小識
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別情報を表示せず、
　さらに、
　遊技媒体が特定領域を通過したことに基づいて、設定値に応じた特定制御を実行可能な
特定制御手段と、
　前記設定値を変更可能な設定変更モードに制御可能な設定変更モード制御手段と、
　を備え、
　前記設定変更モードに制御されているときは、遊技媒体が前記特定領域を通過しても前
記特定制御が実行されない
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本発明の手段１に記載の遊技機は、
　遊技が可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機１）であって、
　画像を表示可能な手段であって、複数の演出用可変表示部（例えば、「左」、「中」、
「右」の飾り図柄表示エリア１０７ＳＧ００５Ｌ，１０７ＳＧ００５Ｃ，１０７ＳＧ００
５Ｒ）の各々において演出用識別情報（例えば、飾り図柄）の可変表示を実行可能である
とともに、前記演出用識別情報の可変表示の開始と終了とに同期して縮小可変表示部（例
えば、「左」、「中」、「右」の小図柄表示エリア）において縮小識別情報（例えば、小
図柄）の可変表示を実行可能な表示手段（例えば、画像表示装置１０７ＳＧ００５）と、
　異常が発生したときに、該異常が発生したことを示す異常表示（例えば、発生した異常
に応じたエラー報知画像）を前記表示手段に表示させて異常を報知する異常報知手段（例
えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図８－２２、図８－２３に示すエラー報知処理を実行す
る部分）と、
　を備え、
　前記異常報知手段は、特定異常が発生して遊技停止状態となったときに、該遊技停止状
態であることを示す異常表示を前記表示手段に表示させて報知することが可能であり（例
えば、電波エラー、磁石エラー、遊技球誘導蓋作動エラー等の遊技停止エラーが発生した
場合に、ＶＤＰに対して該遊技停止エラーに応じたエラー表示開始指定コマンドを出力し
て画像表示装置１０７ＳＧ００５に遊技停止エラーに応じたエラー報知画像を表示させる
部分）、
　前記表示手段は、前記特定異常が発生して遊技停止状態となったときには、前記縮小可
変表示部に縮小識別情報を表示せず（例えば、図８－３０（Ｂ）に示すように、画像表示
装置１０７ＳＧ００５の画面全体に亘ってエラー報知画像が表示されることによって飾り
図柄と小図柄とが表示されなくなる部分）、
　さらに、
　遊技媒体が特定領域を通過したことに基づいて、設定値に応じた特定制御を実行可能な
特定制御手段と、
　前記設定値を変更可能な設定変更モードに制御可能な設定変更モード制御手段と、
　を備え、
　前記設定変更モードに制御されているときは、遊技媒体が前記特定領域を通過しても前
記特定制御が実行されないことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技停止状態中において縮小識別情報が意図しない表示動作をして
しまうことを防止できる。また、設定値が変更される可能性があるときに特定制御が実行
されてしまうことを防止することができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　前記課題を解決するために、本発明の手段２に記載の遊技機は、
　遊技が可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機１）であって、
　画像を表示可能な手段であって、複数の演出用可変表示部（例えば、「左」、「中」、
「右」の飾り図柄表示エリア１０７ＳＧ００５Ｌ，１０７ＳＧ００５Ｃ，１０７ＳＧ００
５Ｒ）の各々において演出用識別情報（例えば、飾り図柄）の可変表示を実行可能である
とともに、前記演出用識別情報の可変表示の開始と終了とに同期して縮小可変表示部（例
えば、「左」、「中」、「右」の小図柄表示エリア）において縮小識別情報の可変表示を
実行可能な表示手段（例えば、画像表示装置１０７ＳＧ００５）と、
　電断から復旧したときに、該電断から復旧したことを示す電断復旧表示を前記表示手段
に表示させて復旧を報知する復旧報知手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図８－２
７に示す電断復旧画像表示処理を実行して画像表示装置１０７ＳＧ００５に電断復旧画像
を表示させる部分）と、
　を備え、
　前記表示手段は、前記電断復旧表示の表示中においては、前記縮小可変表示部に縮小識
別情報を表示せず（例えば、図８－２８及び図８－３１に示すように、画像表示装置１０
７ＳＧ００５において電断復旧画像の表示中である場合は、演出制御用ＣＰＵ１２０がＣ
ＰＵ１０３から変動開始指定コマンドを受信するまで飾り図柄と小図柄を表示しない部分
）、
　さらに、
　遊技媒体が特定領域を通過したことに基づいて、設定値に応じた特定制御を実行可能な
特定制御手段と、
　前記設定値を変更可能な設定変更モードに制御可能な設定変更モード制御手段と、
　を備え、
　前記設定変更モードに制御されているときは、遊技媒体が前記特定領域を通過しても前
記特定制御が実行されないことを特徴としている。
　この特徴によれば、電断復旧表示の表示中において縮小識別情報が意図しない表示動作
をしてしまうことを防止できる。また、設定値が変更される可能性があるときに特定制御
が実行されてしまうことを防止することができる。
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